
様式第２－２号 

令和７年４月１日   

 

栃木県知事 様 

 

 

名    称  特定非営利活動法人県庁サービス 

住    所  栃木県宇都宮市塙田１—１—20   

代表者の氏名  代表理事 栃木県太郎      

 

 

 

自家用有償旅客運送の更新登録の申請 

 

 

 

 このたび、自家用有償旅客運送の有効期間の更新を行いたいので、道路運送法第７９条

の６及び同法施行規則第５１条の１０の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

  

記 

 

１．名称、住所、代表者の氏名 
   名称：特定非営利活動法人県庁サービス 

   住所：栃木県宇都宮市塙田１—１—20 

   代表者の氏名：代表理事 栃木県太郎 

 

２．登録番号 

   栃木県福第 99 号 

 

３．自家用有償旅客運送の種別 
福祉有償運送 

 

４．運送の区域 
区  域 備      考 

宇都宮市、鹿沼市、 

壬生町 

 

 

５．事務所の名称及び位置 
事務所の名称 位      置 

とちぎパブリックトラン

スポーテションセンター 

栃木県宇都宮市塙田１—１—20 

 

 
▶メモ（事務所が複数ある場合の記載の仕方について） 

✓自家用有償旅客運送を行う事務所が複数ある場合は、 

“行を追加”して、それぞれ記載してください 

▶間違いやすいポイント！ 

✓本申請ができるのは、地域公共交通会議or福祉有償運送運営協議会で 

“協議が調ってから”です 

✓ここの日付（申請日）は、「９．添付書類」の「（３）地域公共交通会議等に 

おいて協議が調ったことを証する書類」の作成日よりもあとの日付に 

なっていることを確認してください 

▶メモ（運送の区域の考え方について） 

✓運送の区域は、市町単位で記載してください 

✓運送をする旅客（利用者）の、 

“乗車する市町域” と “降車する市町域” 

が異なる場合は、その両方の区域を記載してください 

▶メモ（登録番号について） 

✓現在交付を受けている「登録証」を確認の上、登録証に

記載されている登録番号を転記してください 
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６．事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数 

事務所の名称 
所 有 

区 分 

寝台車 

（軽） 

車いす車 

（軽） 

兼用車 

（軽） 

回転シート車 

（軽） 

セダン等 

（軽） 

合 計 

（軽） 

とちぎパブリッ

クトランスポー

テ―ションセン

ター 

所 有 
 

（   ） 

2 

（ 1 ） 

 

（   ） 

 

（   ） 

2 

（ 0 ） 

4 

（ 1 ） 

持 込 
 

( ) 

※ 

( ) 

 

( ) 

※ 

( ) 

 

( ) 

※ 

( ) 

 

( ) 

※ 

( ) 

2 

(1) 

※ 

( ) 

2 

(1) 

※ 

( ) 

合 計 
 

（   ） 

2 

（ 1 ） 

 

（   ） 

 

（   ） 

4 

（ 1 ） 

6 

（ 2 ） 

軽自動車については、（ ）内に内数で記載すること 

事業用自動車については、※欄に記入すること 

６．運送しようとする旅客の範囲 
○ イ 身体障害者福祉法第 4 条に規定する身体障害者 

○ ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 5 条に規定する精神障害者 

○ ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第 2 条第 4 号に規定する知的障害者 

○ ニ 介護保険法第 19 条第 1 項に規定する要介護認定を受けている者 

○ ホ 介護保険法第 19 条第 2 項に規定する要支援認定を受けている者 

 ヘ 介護保険法施行規則第 140 条の 62 の 4 第 2 号のる基準（基本チェックリスト）に該当する者 

○ ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者 

 行うものに○を付すものとする。 

 

７．運送の区域ごとの対価の額 

 （必要に応じ関係資料を添付のこと） 

   別紙参照 

 

８．（事業者協力型自家用有償旅客運送の場合）協力事業者の氏名又は名称及び住所 

 

 

９．添付書類 

（１）定款又は寄付行為、登記事項証明書、役員名簿 

（２）法第７９条の４第１～４号に該当しない旨を証する書類 

（３）地域公共交通会議等において協議が調ったことを証する書類 

（４）自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類 

（５）運転者が必要な要件を備えていることを証する書類 

（６）運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類 

（７）整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類 

（８）事故発生時の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類 

（９）自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の生命、身体又は財産の損害を賠

償するための措置を講じていることを証する書類 

（10）運送しようとする旅客の名簿 

 

▶ 間違いやすいポイント！ 

✓「９．添付書類」の「（10）運送しようとする旅客の 

名簿」として添付する「参考様式第ハ号（旅客の 

の名簿）」の記載と整合するようにしてください 

 

様式第３号 

様式様式第ハ号 

・身体状況等、態様ごとの会員数 

・旅客の名簿 

様式第６号、様式第７号、運行管理に係る運行

管理者資格証（写）or 基礎講習修了証（写）など 

参考様式第イ号、自動車検査証（写）or

自動車検査証記録事項（写） 

※持込車両がある場合は、「自家用自動車の

提供と使用に関する契約書（写）」を添付 

自動車保険証券（写） ※全車両分 

様式第２－５号 

✓本資料は、関係市町（地域公共交通

会議 or 福祉有償運送運営協議会）が

作成する資料です。 

✓上記会議の終了（協議が調った）後、 

関係市町から交付を受けてください 

様式第４号、参考様式第ロ号、運転免許

証（写）、福祉有償運送講習修了証（写）など 

▶メモ（事務所が複数ある場合の記載の仕方について） 

✓自家用有償旅客運送を行う事務所が複数ある場合は、“行を追加”して、それぞれ記載してください 
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▶メモ（登録証の返納について） 

✓上記の「９．添付書類」には記載がありませんが、

更新・変更に伴い、新たな「登録証」の交付を受け

ようとする場合、現在交付を受けている「登録証

（原本）」を添付してください 



様式第２－５号 

令和７年３月１日   

 

 栃木県知事 様 

 

 

地域公共交通会議等において協議が調ったことを証する書類 

 

 

 申請のあった自家用有償旅客運送については、下記のとおり地域公共交通会議等におい

て、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域住民等の旅客輸送を

確保するために必要であるとの協議が調ったので、その旨証明します。 

記 

１．自家用有償旅客運送の種別 

福祉有償運送 

 

２．地域公共交通会議等の名称及び対象市町村 
 （名   称）○○市福祉有償運送運営協議会 
 （対象市町村）○○市 

 
３．地域公共交通会議等にて協議が調った年月日 

   令和７年３月１日 
 
４．運送主体の名称、住所、代表者の氏名 
   名称：特定非営利活動法人県庁サービス 

   住所：栃木県宇都宮市塙田１—１—20 

   代表者の氏名：代表理事 栃木県太郎 

 
５．調った協議の内容 
（１）運送の区域 

    宇都宮市、鹿沼市、壬生町 
（２）旅客から収受する対価（対価の内容を添付すること） 

    別紙のとおり 

（３）運送しようとする旅客の範囲 
○ イ 身体障害者福祉法第 4条に規定する身体障害者 

○ ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 5条に規定する精神障害者 

○ ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第 2条第 4号に規定する知的障害者 

○ 二 介護保険法第 19 条第 1項に規定する要介護認定を受けている者 

○ ホ 介護保険法第 19 条第 2項に規定する要支援認定を受けている者 

 へ 介護保険法施行規則第 140 条の 62 の 4第 2号のる基準（基本チェックリスト）に該当する者 

○ ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者 

 

６．その他特記事項 
   なし 

               令和７年３月１日 

              （協議会等の名称）○○市福祉有償運送運営協議会 

                             会長 ○○○○ 

※地域公共交通会議等が設置されていない場合は、対象市町村の長 

▶間違いやすいポイント！ 

✓様式第 2-2 号（申請書）にも同じ書類を添

付するケースが多く、この場合、本資料（様

式第 2-5 号）への添付が省略されてしまう

ケースが多くなっています 

✓「別紙のとおり」とする場合は本資料にも

添付を忘れないように注意してください 

▶メモ（作成日が適正であるかについて） 

✓本番の申請に先立ち開催された地域公共交通会議or

福祉有償運送運営協議会で“協議が調った日”以降

の日付であることを確認してください 
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▶市町の皆様へのお願い（本書の作成にあたってのチェックについて） 

✓福祉有償運営協議会で修正等が必要であるとの意見が付されているにもかかわ

らず、申請者において必要な修正等がなされないまま本番の申請書が提出され

るケースが非常に多くなっています。 

✓市町の皆様におかれましては、申請者が当該意見に基づく必要な修正等を完了

していることをチェックリスト（※栃木県作成の任意様式）を活用するなどし

て確認の上、本書類（様式第 2-5 号）を作成及び交付されるようお願いします。 

▶間違いやすいポイント！ 

✓本書類（様式第 2-5 号）は、市町が栃木県知事あて提出する書類になります。 

✓申請者は、写しではなく、市町から交付を受けた原本を提出してください。 



※本書は、申請者が必要な修正等を完了したことを確認の上、様式第2-5号（協議が調ったことを証する書類）に添付して、申請者に交付してください。

№ 対象書類 修正等を要する内容
申請者の

対応完了を
確認した日

対応
状況

1

様式第2-2号（更新登録
申請書）

項目「６.事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及
びその種類ごとの数」の「事務所の名称」欄の記載が事務所名で
はなく、申請者名「特定非営利活動法人県庁サービス」になって
います。

→事務所名を修正した上で、様式第2-2号「更新登録申請書」を再
提出してください。

3/5 ○

2

様式第2-2号（更新登録
申請書）

項目「６.運送しようとする旅客の範囲」の該当区分が、参考様式
第ハ号「旅客の名簿」の該当区分と一致しません。

→両書類を再度確認し、正しい記載となるよう修正し、様式第2-2
号「更新登録申請書」を再提出してください。

3/5 ○

3

様式第2-2号（更新登録
申請書）

「９.添付書類」について、現在交付を受けている「登録証（原
本）」の添付が漏れています。

→登録証（原本）を提出してください。 3/5 ○

4

様式第3号（宣誓書） 例①
作成日が、申請書（様式第2-2号）（案）の日付より半年以上も前
の日付になっています。

→申請書（案）の作成作業に着手した日以降の日付であって、福
祉有償運営協議会の開催日までの適当な日付に修正してくださ
い。

3/5 ○

5

参考様式第イ号（自家用
有償運送に使用する車両
の一覧）

・番号1の乗車定員欄の記載が、自動車検査証記録事項の記載（乗
車定員4人）と異なります。

→当該記載を「3」から「4」に修正した上で、参考様式第イ号
「自家用有償旅客運送に使用する車両の一覧」を再提出してくだ
さい。

3/5 ○

6

参考様式第イ号（自家用
有償運送に使用する車両
の一覧）

・番号3の使用者名の記載が、自動車検査証記録事項の記載と異な
ります。

→当該記載を「○○○○（※車検証の使用者名欄の氏名を転
記）」に修正した上で、参考様式第イ号「自家用有償旅客運送に
使用する車両の一覧」を再提出してください。

3/5 ○

7

自動車検査証（自動車検
査証記録事項）の写し

・参考様式第イ号（車両の一覧）番号3の自動車検査証記録事項の
「有効期間の満了する日」が「令和7年3月1日」となっており、福
祉有償運営協議会の開催時点（令和7年3月15日）で有効期間が切
れています。

→有効期間が切れていないことを確認できる自動車検査証記録事
項等の写しを提出してください。

3/5 ○

8

様式第4号（運転者就任
承諾書 兼 就任予定運転
者名簿）

・住所が運転免許証の記載と一致しません

→様式第4号の住所欄の記載を修正し、再提出してください。

3/5 ○

9

様式第4号（運転者就任
承諾書 兼 就任予定運転
者名簿）

・1種免許のうち、番号4○○○○の講習修了証（または介護福祉
士登録証）の添付がありません。

→講習修了証等の書類を提出してください。 3/5 ○

10

運転免許証の写し ・「運転免許証」2名分（参考様式第ロ号の番号1、番号5）につい
て、福祉有償運営協議会の開催時点（令和7年3月15日）で有効期
間が切れています。

→2名分の有効期限が切れていない運転免許証（写）を提出してく
ださい。

3/5 ○

▶申請書等（ 新規・更新 ・変更・軽微な変更）の作成にあたり修正等が必要な事項に対するチェックリスト
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様式第３号 

 

栃木県知事 様 

 

 

 

宣  誓  書 
 

 当法人における役員の全員が、道路運送法第７９条の４第１項第１号から第４号までの

いずれにも該当しないことを宣誓致します。 

 

 令和７年２月 15 日 

 

名    称  特定非営利活動法人県庁サービス 

住    所  栃木県宇都宮市塙田１—１—20   

代表者の氏名  代表理事 栃木県太郎      

 

 

▶ メモ（宣誓書の作成日について） 

✓「申請書（案）の作成に着手した日よりもあとの日付になっているか」 

✓「申請書（様式第 2-2 号）に記載した申請日よりもあとの日付になっていないか」 

 

※宣誓書（様式第 3 号）の作成日が、上記の日付になっているかどうか確認してください 
【例】「申請書（案）の作成着手日    ＝ 令和７年２月１日」 

「申請書（様式第2-2号）の申請日 ＝ 令和７年４月１日」の場合 

宣誓書（様式第3号）の作成日  ○ 令和７年２月15日（※申請書（案）の作成着手日2/1よりも後の日付なので OK） 

       〃         × 令和７年４月２日（※申請書（様式第2-2号）の申請日4/1よりも後の日付なので NG） 

▶ 参考 

【道路運送法第 79 条の 4（登録の拒否）第 1 項】  

第 1 号 申請者が 1 年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが 

なくなった日から 2 年を経過していない者であるとき 

第 2 号 申請者が第 79 条の 12 の規定による登録の取消しを受け、取消しの日から 2 年を経過していない 

者（当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処 

分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した 

者で当該取消しの日から 2 年を経過していないものを含む。）であるとき 

第 3 号 申請者が自家用有償旅客運送の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場 

合において、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当する者であるとき 
第 4 号 申請者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき 
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（施行規則第５１条の３第５号関係） 参考様式第イ号

自家用有償旅客運送に使用する車両の一覧

番号
自動車登録番号

又は
車両番号

乗車定員
（人）

所有者名 使用者名 備考

1  宇都宮530あ100 8
 特定非営利活動法人
 県庁サービス

 特定非営利活動法人
 県庁サービス

 車いす車

2  宇都宮880い209 4
 特定非営利活動法人
 県庁サービス

 特定非営利活動法人
 県庁サービス

 車いす車（軽）

3  宇都宮502え4007 8
 特定非営利活動法人
 県庁サービス

 特定非営利活動法人
 県庁サービス

 セダン等

4  宇都宮502お5006 5
 特定非営利活動法人
 県庁サービス

 特定非営利活動法人
 県庁サービス

 セダン等

5  宇都宮530か6005 4  自家用花子  自家用花子
 セダン等
 持込

6  宇都宮530き7004 4  塙田五郎  塙田五郎
 セダン等（軽）
 持込

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

自家用有償旅客運送者の名称
特定非営利活動法人
県庁サービス

メモ

✓上記の記載事項について、各車両の

「自動車検査証」or「自動車検査証記録

事項」等の記載内容と一致していること

を確認してください

間違いやすいポイント！

✓持込車両の場合、「使用者名」に当該持込

車両を運転する予定の「運転者名」を記載

するケースが多く見受けられます

✓左記メモのとおり、「使用者名」には当該

車両の「自動車検査証」の使用者として記

載されている者を記載してください
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書式例  ※必要に応じて加除修正して使用してください。 

 

福祉有償運送に係る自家用自動車の提供と使用に関する契約書 

 

 特定非営利活動法人県庁サービス（以下「甲」という。）は、福祉有償運送の実施のため、

運転者またはその同居親族等（以下「運転者等」という。）が提供する自家用自動車（以下

「提供車両」という。）の使用にあたって、運転者等との間に次のとおり契約を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この契約は、甲が行う福祉有償運送について、運転者等が所有する次の自家用自

動車の提供および使用に関して必要な事項を定める。 

（１）令和○年式 ×××（車両登録番号 ×× ） １台 

 

（目的） 

第２条 運転者等は、甲が行う福祉有償運送の実施に対し、利用会員が外出の際の困難や

不安を解消し、通院等の利便性や社会参加の促進が図られることを目的に、所有する自

家用自動車を提供する。 

 

（用語の定義） 

第３条 この契約書における用語の意義は次のとおりとする。 

（１）運転者  道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第５１条の１６の

規定を満たしかつ自らの自家用自動車を提供して甲の運転者として登録

する者 

（２）利用会員 道路運送法施行規則第４９条第３項に定める者 

 

（損害の負担） 

第４条 甲は、提供車両を使用して行う福祉有償運送の管理および運営、特に事故発生、

苦情等への対応について、道路運送法施行規則に基づき責任を負うものとする。 

２ 提供車両の毀損、盗難、紛失、火災、被詐取その他一切の事故によって生ずるおそれ

のある損害に対する補填及び福祉有償運送の運転中の事故等に伴う事故の相手方と利

用会員への補償については、提供車両にかけられている自賠責保険、任意保険、及び甲

が加入する傷害保険を利用する。 

３ ○○は、提供車両が、事故を対象とする対人無制限、対物 1,000 万円以上の損害賠償

責任保険契約もしくは損害賠償責任共済契約を締結していること及び当該契約が福祉

有償運送による事故の際も適用となることを確認した上で使用することを承諾する。 

 

（管理責任） 

第５条 甲は、運転者等の承諾なく、提供車両の現状を変更してはならない。 

２ 甲は、提供車両を他に質入または第三者に貸与及び使用せしめる等法律上、事実上、

運転者等を害する一切の行為をしてはならない。 
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３ 甲は、提供車両の使用保管については、善良なる管理者の注意を用いなければならな

い。 

 

（期間） 

第６条 契約期間は、福祉有償運送の登録の有効期間とする。ただし、運転者の登録抹消、

および、運転者等または甲のいずれかから解約の申し出があった場合はこの限りではな

い。 

２ 解約の申し出は、解約する日の１ヵ月以上前とする。 

 

（その他） 

第７条 この契約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、運転者等と甲が

協議してこれを定める。 

 

この契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自１通を

保有する。 

 

令和７年２月 15 日 

 

               甲 

                     住 所 栃木県宇都宮市塙田１—１—20 

                     名 称 特定非営利活動法人県庁サービス 

                         理事長  栃木 県太郎   印 

 

運転者   住 所 ○○市○○20—１—１ 

                     氏 名 自家用 三郎        印 

 

（使用する車両の所有者が、運転者の同居親族等である場合、以下に記載） 

 

車両所有者（車検証記載上の使用者） 住 所 ○○市○○20—１—１ 

                     氏 名 自家用 花子        印 

特定非営利

活動法人県

庁サービス

理事長の印 

三郎 

花子 
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【 自動車検査証記録事項 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記見本の出典：国土交通省 HP 

▶間違いやすいポイント！ 

✓様式第２－２号（申請書）の申請日時点で、自動車検査証の有効期間が切れている自動車検査証記録事項（写） 

が提出されるケースが多くあります 

✓これは、本番の申請前に開催される地域公共交通会議等or福祉有償運送運営協議会に提出した時点では有効 

であったものの、本番の申請前に車検が切れてしまい、本番の申請時にそのまま使用（添付）してしまって 

いることが原因です 

✓本番の申請時に、すべての車両の自動車検査証の有効期間が切れていないことを再度確認してください 

▶メモ 

✓参考様式第イ号（自家用有償旅客 

運送に使用する車両の一覧）へ 

転記 
▶メモ（使用名が「＊」の場合） 

✓「＊」の場合は、「所有者名」と 

同一の氏名を記載してください 
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様式第４号 

 

運転者就任承諾書 兼 就任予定運転者名簿 

 

申請者（ 特定非営利活動法人県庁サービス ）が自家用有償旅客運送の登録を受けた場合は、

その運転者として就任することを承諾致します。 

 

 
氏  名 住      所 

運転免許の種類 

区 分 種 類 

１  交通 一郎 ○○市○○１—１—20 中型 ２種 

２  公共 次郎 ○○市○○１—20—１ 中型 １種 

３  自家用 三郎 ○○市○○20—１—１ 大型 １種 

４  県庁 四郎 ○○町○○１—１—20 中型 １種 

５  栃木 県太 ○○町○○１—20—１ 大型 ２種 

６  塙田 五郎 ○○町○○20—１—１ 中型 ２種 

７     種 

８     種 

※ 運転免許の種類欄には、受けている運転免許の別（普通・大型及び１種・２種）を記載すること。 

※ 第２種運転免許を有しない者にあっては、施行規則第５１条の１６第１項各号のいずれかの要件を備えているこ

とを証する書類を添付すること。 

 

 

 

 

▶メモ（注意書きに記載のない区分について） 

✓表外の注意書き※の１つ目では、「中型」の区分がありませんが、 

「中型」の区分に該当する場合は、「中型」と記載してください 

▶メモ（２種免許を保有していない１種免許の運転者について） 

✓運転免許の種類が「１種」の運転者については、 

国土交通大臣が認定する講習（※）の修了証 or 介護福祉士登録証等の添付が必要です 

【※主な講習】 

・福祉有償運送運転者講習 

・セダン等運転者講習 ※福祉自動車以外のセダン車両を運転しない場合は不要 

▶メモ（運転免許証（写）の記載事項との整合について） 

✓別に添付する各運転者の「運転免許証（写）」の記載 

事項と一致しているか確認してください 
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（施行規則第５１条の３第６号関係） 参考様式第ロ号

自家用有償旅客運送に従事する運転者等の一覧

番号 氏名 住所 免許区分
免許の
種類

備考

1 交通　一郎 ○○市○○１—１—20 中型 ２種

2 公共　次郎 ○○市○○１—20—１ 中型 １種

3 自家用　三郎 ○○市○○20—１—１ 大型 １種

4 県庁　四郎 ○○町○○１—１—20 中型 １種

5 栃木　県太 ○○町○○１—20—１ 大型 ２種

6 塙田　五郎 ○○町○○20—１—１ 中型 ２種

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

※特定自動運行の保安員は備考欄にその旨記載

自家用有償旅客運送者の名称
特定非営利活動法人
県庁サービス

メモ（別様式の記載事項との整合について）

様式第４号（運転者就任承諾書 兼 就任予定

運転者名簿）の内容と一致していることを

確認してください
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【 運転免許証（写）】 

 

 

 ✓住所変更などの有無を確認するため、表面のほかに裏面も必要 

 ✓様式第２-２号（申請書）の申請日時点で、運転免許証の有効期間が切れていないかどうか 

確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記見本の出典：警察庁 HP 

▶間違いやすいポイント！ 

✓様式第2-2号（申請書）の申請日時点で、

運転免許証の有効期間が切れている運転

免許証（写）が提出されるケースが多くあ

ります 

✓これは、本番の申請前に開催される地域公

共交通会議等 or 福祉有償運送運営協議会

に提出した時点では有効であったものの、

本番の申請前に運転免許証の有効期間が切

れてしまい、本番の申請時にそのまま使用

（添付）してしまっていることが原因です 

✓本番の申請時に、すべての運転者の運転免

許証の 有効期間が切れていないことをい

ま一度確認してください 
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様式第６号 

  

運行管理の責任者 就任承諾書 

 

 

 申請者（ 特定非営利活動法人県庁サービス ）が自家用有償旅客運送の登録を受けた場合は、

その運行管理の責任者として就任することを承諾致します。 

 

令和７年２月 15 日 

 

                      住 所  ○○町○○１—20—１ 

                      氏 名  栃木 県太 

 

                      住 所  ○○町○○20—１—１ 

                      氏 名  塙田 五郎 

 

 

 

※  乗車定員１１以上の車両を配置する事務所及び乗車定員１０人以下の車両を５両以上配置する事務所の運行

管理の責任者にあっては、運行管理者資格証の写し又は施行規則第５１条の１７第２項各号のいずれかの要件を

備えていることを証する書類を添付すること。 

 

 

 ▶メモ（様式第６号に添付して特定書類を提出する必要がある場合について） 

✓次のいずれかのケースに該当する場合は、書類の追加提出（様式第６号に添付）が必要です 

【ｹｰｽ 1】乗車定員 11 人以上の車両＝１台以上配置 

【ｹｰｽ 2】乗車定員 10 人以下の車両＝５台以上配置 

  →「運行管理者資格証（写）」or「運行の管理に関する講習の修了証（写）」の添付が必要 

   （参考：国土交通省 HP）https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/dispatcher.html 

 

✓上記のケースに該当しない場合※は、本書類（様式第６号）のみの提出で OK です 
※配置する車両 ＝ 乗車定員 10 人以下の車両が４台以下の場合 

▶メモ（運行管理の責任者を複数配置する場合について） 

✓運行管理の責任者を複数配置する場合は、全員分の 

記載（承諾）が必要です。 

▶メモ（就任承諾書の作成日について） 

✓「申請書（案）の作成に着手した日よりもあとの日付になっているか」 

✓「申請書（様式第 2-2 号）に記載した申請日よりもあとの日付になっていないか」 

※就任承諾書（様式第 6 号）の作成日が、上記の日付になっているかどうか確認してください 
【例】「申請書（案）の作成着手日    ＝ 令和７年２月１日」 

「申請書（様式第2-2号）の申請日 ＝ 令和７年４月１日」の場合 

宣誓書（様式第6号）の作成日  ○ 令和７年２月15日（※申請書（案）の作成着手日2/1よりも後の日付なので OK） 

       〃         × 令和７年４月２日（※申請書の申請日4/1よりも後の日付なので NG） 
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運行管理の責任者 

 

 栃木県太 

 塙田五郎 

 

代表者 

氏名 

 栃木県太郎 

運行管理の責任者 

の代行者 

 

 

 

 

運転者 

（別紙のとおり） 

運行管理の責任者がやむ

を得ず不在となる場合の

運行管理を代行する者 整備管理の責任者 

 

 栃木県太 

 

 

（事業者協力型自家用有償旅客

運送の場合の委託先の責任

者） 

（事業者協力型自家用有償旅客

運送の場合の委託先の責任

者） 

 

（事業者協力型自家用有償旅客

運送の場合の委託先の代行

者） 

氏名 

氏名 

（申請者）

（申請者）

氏名 

氏名 

氏名 

様式第７号 

運送の主体（申請者名） 特定非営利活動法人県庁サービス 

 

運行管理の体制等を記載した書類 

 

事務所名（ とちぎパブリックトランスポーテ―ションセンター ） 

 

１．運行管理・整備管理の体制 

（ア）運行管理の責任者の就任予定名簿 

No 氏   名 住   所 資格の種類 委託 協力 

１ 栃木県太 ○○町○○１—20—１ 運行管理者   

２ 塙田五郎 ○○町○○20—１—１ その他   

３      

 乗車定員１１人以上の車両を配置する事務所及び乗車定員１０人以下の車両を５両以上配置する事務所の

運行管理の責任者にあっては、運行管理者資格証の写し又は施行規則第５１条の１７第２項各号のいずれか

の要件を備えていることを証する書類を添付すること。 

 資格の種類には、法２３条第１項の運行管理者、その他の別を記載するものとする。 

 運行を委託する場合は、受託者における運行管理の責任者を記載し、委託欄に○印を記載するものとする。 

 事業者協力型自家用有償旅客運送の場合は、協力事業者における運行管理者を記載し、協力欄に○印を記

載するものとする。 

 

（イ）整備管理の責任者の就任予定名簿 

No 氏  名 住    所 協力 

１ 栃木県太 ○○町○○１—20—１  

２    

３    

 事業者協力型自家用有償旅客運送の場合は、受託者において選任した者を記載し、協力欄に○印を記載す

るものとする。 

 

（ウ）運行管理・整備管理に係る指揮命令系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶間違いやすいポイント！ 

✓運行管理に係る有資格者の配置が不要な場合※は、“空欄”で大丈夫です 
※配置する車両 ＝ 乗車定員 10 人以下の車両が４台以下の場合 

✓有資格者の配置が必要な場合は、「運行管理者」or「その他」のいずれかを 

記載してください 

▶メモ（複数の事務所で運行管理が必要な場合） 

✓事務所が複数ある場合であって、事務

所ごとに運行管理の体制が異なるとき

は、本書類（様式第７号）をそれぞれ事

務所ごとに作成してください 
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事故対応の責任者 

 

 

 

 栃木県太 

運転者 

（別紙のとおり） 

○○市福祉有償運送運営協議会（○○市○○部○○課） 

TEL：000-000-0000 

栃木県県土整備部交通政策課 

TEL：028-623-2447 携帯：070-4194-9189 

 

警察署 

 宇都宮中央警察署 

 TEL：028-623-0110 

 鹿沼警察署 

 TEL：0289-62-0110 

代表者 

氏名 

  栃木県太郎 

（事業者協力型自家用有償旅客運送の場合は委託先の代表者） 

運送者の責任者 

氏名 

苦情処理責任者 

 栃木県太 

苦情処理担当者 

 塙田五郎 

※運行の委託をしている場合に記入 

（事業者協力型自家用有償旅客

運送の場合は委託先の責任

者） 

氏名 

２．事故処理連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．苦情処理体制 

 

 

 

 

 

▶メモ（警察署欄の記載の仕方について） 

✓申請書（様式第 2-2 号）の「４.運送の区域」に記載した区域（市町）

を管轄する警察署の名称と電話番号を記載してください 
【参考】栃木県警察 HP（警察署管轄一覧） 

→https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n03/syoukai/kankatu.html 
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（施行規則第５１条の２９関係） 参考様式第ハ号

旅　　客　　の　　名　　簿

番号

イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト

1 　○○○○ ○○市○○ R2.4.1 ○

2 　○○○○ ○○市○○ R2.4.1 ○

3 　○○○○ ○○町○○ R2.10.1 ○

4 　○○○○ ○○市○○ R2.12.1 ○

5 　○○○○ ○○市○○ R3.4.1 ○

6 　○○○○ ○○市○○ R3.4.1 ○

7 　○○○○ ○○町○○ R3.4.1 ○

8 　○○○○ ○○市○○ R3.4.1 ○

9 　○○○○ ○○町○○ R3.10.1 ○

10 　○○○○ ○○町○○ R3.10.1 ○

11 　○○○○ ○○町○○ R3.12.1 ○

12 　○○○○ ○○町○○ R3.12.1 ○

13 　○○○○ ○○市○○ R4.1.15 ○

14 　○○○○ ○○市○○ R4.1.15 ○

15 　○○○○ ○○町○○ R4.1.15 ○

16

17

18

19

20

イ 身体障害者
ロ 精神障害者
ハ 知的障害者
ニ 要介護認定者

ホ 要支援認定者

ヘ 基本チェックリスト該当者

ト その他（肢体不自由、内部障害、精神障害、その他の障害）

（福祉用）

自家用有償旅客運送者の名称 特定非営利活動法人県庁サービス

氏　　　名 住　　　所 入会年月日

運送を必要とする理由

備考

メモ（別様式の記載事項との整合について）

✓下表の「番号」（=人数）と、 別に作成する参考様式第ハ号（身体状況等、態様ごとの会員数）の

記載内容（障害等の区分に応じた人数）と一致していることを確認してください

✓旅客（利用者）の「運送を必要とする理由」について、複数に該当する場合は任意のいずれか

１つに「○」をつけてください。
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（施行規則第５１条の２９関係） 参考様式第ハ号

自家用有償旅客運送者の名称

人　　数 人　　数

　　６　　級 要 介 護 １ 1

　　５　　級 要 介 護 ２ 2

　　４　　級 2 要 介 護 ３ 1

　　３　　級 要 介 護 ４ 1

　　２　　級 2 要 介 護 ５

　　１　　級 合計 5

人　　数

合計 4 要 支 援 １ 2

精神障害者 人　　数 要 支 援 ２

　　３　　級 合計 2

　　２　　級 人　　数

　　１　　級 1

合計 0

合計 1 人　　数

知的障害者 人　　数 肢 体 不 自 由 2

　　軽　　度 1 内 部 障 害

　　中　　度 知的障害（認定者を除く）

　　重　　度 精神障害（認定者を除く）

そ の 他

1 2

総合計 15

身体状況等、態様ごとの会員数

特定非営利活動法人県庁サービス

身体障害者 要介護認定者

合　　計 合　　計

要支援認定者

その他の障害を有する者

基本チェックリスト該当者

メモ（別様式の記載事項との整合について）
✓下表の記載事項（人数）について、 別に作成する参考様式第ハ号（旅客の名簿）の

記載内容（旅客の範囲（障害等の区分）とその人数）と一致していることを確認してください
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様式第１０号 

交政第○○号 

 

 

自家用有償旅客運送者登録証 

 

 

 道路運送法第７９条の３の規定に基づき、下記のとおり自家用有償旅客運送者と

して登録を行ったことを証する。 

 

 

記 

 

 

１. 登録番号 

栃木県福第 99 号 

（初期登録年月日：令和２（2020）年５月１日） 

 

２. 登録の有効期間 

令和４（2022）年５月１日から令和７（2025）年４月 30 日 

 

３. 名称、住所、代表者の氏名 

名    称：特定非営利活動法人県庁サービス 

住    所：栃木県宇都宮市塙田１—１— 20 

代表者の氏名：代表理事 栃木県太郎 

 

４. 自家用有償旅客運送の種別 

福祉有償運送 

 

５. 路線又は運送の区域 

宇都宮市、鹿沼市、壬生町 

 

  ６．登録に付す条件 

別紙のとおり 

 

 

 令和４（2022）年４月 25 日 

 

栃木県知事 福田 富一        
栃木県 

知事印 
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▶間違いやすいポイント（登録証の添付漏れについて） 

✓更新登録申請書には、現在交付を受けている「登録証（原本）」を添付してください 
  （道路運送法施行規則 第51条の10第2項、第51条の31） 

▶間違いやすいポイント！（「別紙」の添付漏れについて） 

✓「別紙」の添付漏れが非常に多いです 

✓栃木県が交付する「登録証」は、別紙と対をなすもの 

ですので、添付を忘れないように気をつけてください 



（別紙） 

 

道路運送法第 79 条の３の登録に付する条件について 

 

 

道路運送法第 79 条の３の登録に付する条件は、次のとおりとする。 

なお、条件に違反した事実が判明した場合は、登録を取り消すことがある。 

 

１ 運送は、「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」(令和２年 11 月 27

日付け国自旅第 317 号)の「４.輸送の安全及び旅客の利便の確保」に留意し、地

域公共交通会議等での協議結果又は地域交通計画の記載内容に従うこと。 

 

２ 有効期間の更新の登録を行おうとする場合は、有効期間の満了する日の２か月

前から有効期間の満了する日までの間に、運送する区域の地域公共交通会議等で

の合意を得た上で更新登録申請書を提出すること。 

 

３ 以下の項目について変更しようとする場合は、変更登録の申請を行うこと。 

・ 運送の区域（減少する場合を除く。） 

・ 自家用有償運送の種別（交通空白地有償運送及び福祉有償運送を行う自家用

有償旅客運送者が、いずれかの有償運送を行わないこととする場合を除く。） 

・ 事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別 

・ 運送しようとする旅客の範囲（縮小する場合を除く。） 

 

４ 以下の項目について変更した場合は、変更の日から 30 日以内に登録事項変更届

出書を提出すること。 

・ 登録者の名称、住所、代表者の氏名 

・ 自家用有償運送の種別（交通空白地有償運送及び福祉有償運送を行う自家用

有償旅客運送者が、いずれかの有償運送を行わないこととした場合） 

・ 運送の区域（減少した場合） 

・ 事務所の名称及び位置 

・ 自家用有償運送自動車の数及びその種類ごとの数 

・ 運送しようとする旅客の範囲（縮小した場合） 

・ 事業者協力型自家用有償旅客運送に係る協力事業者の氏名又は名称、住所 

 

５ 運営に当たっては、地方公共団体と緊密な連携をとり、運送における安全対策、

事故発生時の連絡・対応及び苦情処理の対応等に対して万全を期すこと。 

 

６ 運転者の氏名、住所、年齢、免許の種別、交通事故及び道路交通法違反等の履

歴、安全運転等に係る講習等の受講歴その他必要な事項を記入した運転者名簿を

作成し、適宜運転者に対し確認を行い適切に管理すること。 

 

７ 毎年５月 31 日までに輸送実績報告書を提出すること。 

 

46 


